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弁護士 小久保 成 殿

国土交通省総合政策局不動産業課長

平成２０年６月１７日付けをもって照会のあった件について、下記のとおり回答します。

なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを

前提に、照会対象法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もと

より、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。

記

１ 回答

照会のあった事実について、２（１）に該当する場合は、照会法令の適用対象とならない。

２ 当該事実が照会法令の適用対象となることに関する見解及び根拠

（１）駐車場は原則として宅地又は建物には該当せず、またその契約は、駐車スペースを利用す

る権利の設定に関する契約として行われる場合が多いため、当該契約の媒介をする行為には、

宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）の適用がない。

（２）ただし、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第８条第１項第１号の用途地域内の土

地であって、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられて

いるもの以外のものを駐車場として使用する場合において、土地の貸借契約として締結され

るとき、又は立体駐車場の建物全体（建物の一部であっても、障壁その他によって他の区分

と区画され、独占的排他的支配が可能な構造・規模を有するものを含む。）の貸借契約とし

て締結されるときは、当該契約の媒介をする行為には、宅地建物取引業法の適用がある。


